
2024年２月１７日（土）

西成区役所防災担当
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西成区薬剤師会防災講座

（日頃の備えと災害時の対応）



本日の内容

１ 西成区で怖い災害

＊地震（直下型、海溝型）

＊台風

２ 自助（家具の固定等、情報、備蓄）

３ 共助（事例紹介、地域の取組み）

４ 公助（避難施設・場所、医療・救護関係、物資）

５ 災害時の薬剤師の活動
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西成区で怖い災害

地震：直下型地震、海溝型地震

台風：暴風、豪雨、洪水、高潮



海溝型地震

●プレートの境界（海の中）で発生
する地震

・ゆっくりした横揺れが数分間続く
・津波の危険性
・周期性がある。

「東日本大震災」
「南海トラフ地震」

直下型地震

●プレート内の断層の活動で発生
する地震

・強く激しい縦揺れが10~20秒間
続く

「阪神・淡路大震災」
「上町断層帯を震源とする地震」

西成区で大きな被害をもたらす地震のタイプ



上町断層帯＝最も危ない活断層

大阪市
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Sランク

Aランク

Zランク

Zランク

ランク
発生確率
(30年以内)

S ３％以上

A 0.1～3%

Z 0.1%未満
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震度６弱～
震度７

上町断層帯地震

西成区の震度



上町断層帯地震時の西成区の震度分布

震度７



西成区老人福祉センター

越前屋

ニトリ

JR環状線

西成区で震度７が想定されている地域



阪神淡路大震災時のNHK神戸放送局の状況



平成３０年大阪府北部地震時の駅のホームの状況



特徴 

☆ 長くゆれ
☆ 広くゆれ
☆ 津波発生

海溝型地震
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東日本大震災

２０１１年３月１１日

震度 ７

海溝型地震
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第二管区海上保安本部

津波で火災が発生した気仙沼湾



津波で孤立した幼稚園からゴムボートで救助

第二管区海上保安本部



津波火災で焼失した門脇小学校



仙台市民図書館の３月１１日の被害状況
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海溝型地震（南海トラフ地震）

１１０～１１７分で

大阪市へも

津波が来襲する

可能性

Ｍ７．９

Ｍ８．６

Ｍ８．４
Ｍ８．４

Ｍ７．９Ｍ８．０



南海トラフ巨大地震の想定震源域



震度：６弱
Ｍ：９．０ 西成区

震度予想分布：南海トラフ巨大地震



震度階級と被害

震度
６弱

●立っていることが困難になる
●壁のタイルや窓ガラスが破損、
落下することがある

震度
６強

●はわないと動くことができない
飛ばされることもある
●耐震性の低い木造建物は、傾くもの
や、倒れるものが多くなる

震度
７

●耐震性の高い木造建物でも、まれに
傾くことがある
●耐震性の低い鉄筋コンクリート造り
の建物では、倒れるものが多くなる



海溝型地震の長周期地震動実験映像



津波浸水
（南海トラフ巨大）



東日本大震災時の釜石の津波映像



台風

24



台風の右半円と左半円との風速の相違

気象庁ホームページより抜粋
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台風２１号 台風２４号

気象庁ホームページより抜粋
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気象庁の台風情
報にアクセスする
と右の図が出て
きます。

赤い円は暴風域
を示し、黄色の
円は、強風域を
示しています。

赤の線で囲まれ
た地域は、暴風
域に入る可能性
があることを示し
ています。

白い円は、台風
の中心が７０％
の確率で入る地
域を示していま
す。



平均風速
m/s

風の強さ
（予報用語）

人への影響 走行中の車 建造物

２０～２５

非常に強い
風

何かにつかまらない
と立っていられない

通常の速度で運
転するのが困難

屋根瓦等で飛
散するものが出
てくる

２５～３０

３０～３５

猛烈な風

屋外の行動は極めて
危険

走行中のトラック
が横転

３５～４０

外装材が広範
囲に飛散

風の強さと被害



平成３０年台風２１号時の大阪の潮位

大阪管区気象台資料を一部改変



自助 共助 公助

命を守るために最も大切なことは？

７ ２ １



自 助
（命を守るために今日から行うこと）

１ 建物の中で怪我をしない！！
２ 継続的な情報収集・発信
３ 備蓄



自助の基本は安全な空間の確保



阪神淡路大震災の死因

震災死：６，３００

一般死：５８００ 火災死
５００短時間死

５，２００
長時間死
６００

出典：太田裕：東濃地震科学件空所委員会資料 ２０００

短時間死
５，２００

即死～準即死
４，０００

非即死
１，２００



家具等固定の必要性

家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック（東京消防庁）より抜粋



家具等固定の要領（一例）

タンス

ストッパー

ポール式

連結金具

あて板
食器棚

ガラス飛散防止
フィルム



家具等の固定・配置の工夫
１ 最低限、寝る場所は安全に！（上階がベター）

家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック（東京消防庁）より抜粋



家具等の固定・配置の工夫
２ 避難通路の確保！

家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック（東京消防庁）より抜粋



継続的な情報収集が命を救う



東日本大震災における津波警報

第１報：３分で発表

岩手：予想３ｍ

宮城：予想６m

福島：予想３m

実 際 の 津 波 の 高 さ

宮古：８．５ｍ

石巻：８．６m

相馬：９．３m

岩手：６ｍ

宮城：１０m

福島：６m

第２報：28分で発表



生き延びるためには「情報」

• 緊急地震速報

＊東日本大震災時：仙台市は１６秒前に受信

＊入手手段：テレビ、ラジオ、携帯、同報無線

緊急地震速報
(注意報）

緊急地震速報
(警 報）



＊家族会議で確認方法を共有しておく

ピンポイントで集合場所を決めておく

優先順位をつけて複数決めておく

＊災害伝言ダイヤル等を活用した確認

安否確認の方法を定めておく

１７１⇒１⇒（０００）０００－０００ 伝言を入れる

伝言の録音方法

伝言の再生方法

１７１⇒２⇒（０００）０００－０００ 伝言を聞く



ステップ１ ステップ２ ステップ３

大阪市防災アプリを利用した安否情報の事前登録

安否情報をタップ

（ホーム画面を上に
スクロール）

事前登録
安否を知らせるを

タップ

発信情報の設定
項目に従って
所要事項を入力
登録先を選択



生き延びるためには「備蓄」

• 備蓄のポイント

＊各家庭・個人の事情に応じた備蓄

＊普段から使えるものを備蓄

＊自宅の中で分散備蓄

＊季節に応じた入れ替え



米：備蓄の柱
２kgの米で２７食分

    

缶詰：たんぱく質の確保
調理不要なもの

    



水：１人当たり
飲料水１リットル／日

    調理等に使用する分
を含め３リットル

カセットコンロ
ボンベを忘れずに！

これだけは備えましょう



共 助
（地域と築く絆）

１ 先ずは、近助から
２ 地域のイベントへの参加



神城断層地震の事例
（白馬の奇跡）

•地震：平成２６年１１月２２日２２：０８分発生、震度６弱

•被害：全壊４２棟、半壊３５棟、負傷者４６名、死者：０

22日23：30、倒壊した家屋から
救出

地震発生から１時間程度で
４１世帯１１８人の安否を確認

住民支え合いマップの作製

長野県神城断層地震災害記録集：「記憶をつなぐ 未来につなぐ」より抜粋、改変



「災
害
時
住
民
支
え
合
い
マ
ッ
プ
」づ
く
り
の
流
れ

長野県神城断層地震災害記録集：「記憶をつなぐ 未来につなぐ」より抜粋、改変



本人・地域作成の個別避難計画フロー（一例）

避難行動要支援者 地域の避難支援等実施者

個別避難計画の作成

個別避難計画の提出

個別避難計画の受理・管理

福祉・医療等の関係者の助言

区に提出することに伴う同意確認
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地域における「災害対応」 それぞれの役割は？（例）

【区役所】

【B地域】

地域本部

避難所運営委員会

（地域、区役所、学校）

【災害時避難所】
（小、中学校）

●地域内の被害状況把握

●対応策の検討・実施

●区役所との連携

区災害
対策本部

町会本部
●安否確認、被害状況、救援要請

⇒協力隊本部へ報告、指示を受ける

●救出・救助、搬送、救護

●可搬式ポンプによる消火活動

●避難誘導

C班

救
出

消
火

避難
誘導 【C地域】

●対応指示、警報などの伝達

●可搬式ポンプの派遣

●安否・被害

状況報告

●救援の要請

【Ａ地域】

B班
A班

安否
確認

他
の
町
会
と
！

情報



公 助

１ 区災害対策本部の組織と分掌事務

２ 災害救助法の概要



区災害対策本部の組織と分掌事務
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区災害対策本部の体制

消 防 班

ボランティアセンター班

関係機関

庶務班

区災害対策本部

区本部長：区長
区副本部長：副区長

救助班

避難所班

調査班

保健福祉班
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庶務班の分掌事務

１ 各班の連絡統制

２ 各部、関係機関への応援協力要請

３ 災害対策本部との連絡

４ 予算計理

５ 情報の収集、伝達及び広報

６ 義援金品の受付、並びに保管

７ 遺体の処理及び火葬に関すること

８ 災害記録（写真・映像を含む）

９ 学校園等との連絡調整

10 他の班の所管に属しないこと



情報処理のプロセス

市・区本部

関係機関

地域本部

区民等

情報源

記

録

対
応
が
必
要

広報

報告

対策



救助班の分掌事務

1. 被災者の応急救助の連絡調整に関すること

2. 救援物資の調達保管及び配給に関すること

3. 応急給水に関すること

4. 義援金品の配分に関すること

5. 団体等の協力活動の連絡調整に関すること



緊急消防援助隊



緊急消防援助隊の宿営地（石巻） 緊急消防援助隊の救助活動（名取）

輸送機による機動（大島） 統合機動部隊の救助（常総）



警察災害派遣隊の編成

即

応

部

隊

一

般

部

隊

広域緊急援助隊

広域警察航空隊

機動警察通信隊

緊急災害警備隊

特別警備部隊、特別交通部隊、特別
自動車警ら部隊、特別生活安全部隊、
特別機動捜査隊、身元確認支援隊、
情報通信支援部隊、支援対策部隊

警 備 部 隊

交 通 部 隊

刑 事 部 隊



即応部隊（１万人）

警察庁資料より抜粋



自衛隊の災害派遣時の行動



大規模災害時の政府のプッシュ型支援

①３日間は家庭等と被災地方公共団体における備

蓄で対応すると想定

②必要量については、大規模地震発生後４日目か

ら７日目までに必要となる量とする。

③食料については、調理不要の食品を中心に、調

理を必要とする食品も含めて調達・供給する。

④毛布については、消防庁は地方公共団体の公的

備蓄から必要量を確保・供給できるよう調整する。

⑤携帯トイレ・簡易トイレについては、経済産業省

による調達に加え、消防庁は、地方公共団体の公

的備蓄 からの最大限の確保を行うものとする。



物資調達・輸送調整等支援システムの概念図

システム導入のメリット
・避難所物資ニーズのリアルタイムな把握共有が可能。ミスマッチの解消
・物資の要請・輸送に係る情報を一元的に管理・共有できる。
・平時の避難所および物資拠点の管理、備蓄物資の管理・情報共有に活用可



中枢備蓄拠点
（阿倍野備蓄倉庫）

地区備蓄拠点
（生野）

地区備蓄拠点
（中央）

地区備蓄拠点
（旭）

地区備蓄拠点
（西淀川）

地区備蓄拠点
（阿倍野）

地区備蓄拠点
（鶴見）

地区備蓄拠点
（東淀川）

区備蓄拠点
（区役所）

区備蓄拠点
（区役所）

区備蓄拠点
（区役所）

区備蓄拠点
（区役所）

区備蓄拠点
（区役所）

区備蓄拠点
（区役所）

区備蓄拠点
（区役所）

災害時避難所 災害時避難所 災害時避難所 災害時避難所 災害時避難所 災害時避難所 災害時避難所



各避難所の主な備蓄品目

品 目 単 位 総数量

飲料水 １箱（５００mlペットボトル×２４本）×７５ １８００本

アルファ化米

ア・わ・個※ １箱５０食×５ ２５０食

ア・粥・個※ １箱５０食×３ １５０食

ア・白・個※ １箱５０食×５ ２５０食

ア・五・個※ １箱５０食×５ ２５０食

ビスケット １箱５０食×３ １５０食

毛布 １箱１０枚×３０ ３００枚

トイレ用品

簡易トイレ １箱１基×４ ４基

凝固剤 １箱１００袋×１８ １８００袋

テント １箱４×１ ４帳

カセットボンベ式発電機 １箱１台×２ ２台

救助資器材（バール×１、鋸×３、ジャッキ×２、手斧×２、シャベル×４、かけや×１）

※：ア・わ・個（アレルギー対応わかめご飯個食）、ア・粥・個（同左粥）、
ア・白・個（同左白飯）、ア・五・個（同左五目ご飯）



震災後３日間を目安とした応急給水体制
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避難所班の分掌事務

1.被災者の受入に関すること

2.避難者の誘導に関すること

3.避難所受入状況の把握に関すること

4.し尿の処理に関すること

5.ごみの処理に関すること



避難場所・避難所
区 分 避難先の特性 ピクトグラム

広域避難場所
大規模火災時に避難する
場所

一時避難場所 一時的に避難する場所

津波避難ビル
大津波警報、津波警報発
令の際に一時的に避難す
る施設

災害時避難所
一定期間滞在し避難者の
生活環境を確保するため
の施設



広域避難場所
（大規模火災が発生し、延焼拡大した場合の避難先 ）

広域避難場所名 大規模火災 津波 洪 水

津守 ○ × ×



一時避難場所

避難を円滑に実施するため、コミュニティ単位にお
ける安全な空間としての一時避難場所を確保する。

• 一時的に避難できる広場、公園や学校の校庭な
ど

• １㎡につき１人を基準として２００人以上が避難
可能
（ただし、地域の実状に応じて、２００人未満の施設も可
能。）



災害時避難所

• 宿泊・給食等の生活機能を提供できる施設。

小・中学校など



災害時避難所位置
北津守小学校

鶴見橋中学校

西成高等学校

長橋小学校

もと松之宮小

もと津守小

梅南中学校

まつば小学校

成南中学校

千本小学校

南津守小学校

玉出中学校

今宮工科高校

いまみや小中一貫

もと弘治小

山王集会所

飛田ふれあい会館

もと今宮小

天下茶屋小

天下茶屋中

橘小学校

岸里小学校

玉出小学校

阿倍野区所在
金塚小学校



調査班の分掌事務

1.被害状況の調査に関すること

2.罹災・被災証明書の発行に関すること

3.がれきの処理に関すること

4.ボランティアの調整に関すること



災害に係る住家の被害認定

「災害の被害認定基準」等に基づき、表の①又は②
のいずれかによって行う。

判 定 方 法 全 壊
大規模
半 壊

中規模
半 壊

半 壊 準半壊

①損壊基準判定
損壊、焼失、流失した
床面積の延床面積に
占める割合

７０％以上
５０％以上
７０％未満

３０％以上
５０％未満

２０％以上
３０％未満

１０％以上
２０％未満

②損害判定基準
主要構成要素の経済
的被害の損害割合

５０％以上
４０％以上
５０％未満

３０％以上
４０％未満

２０％以上
３０％未満

１０％以上
２０％未満



保健福祉班の分掌事務

1. 被災者の医療救護に関すること

2. 防疫・保健衛生に関すること

3. 区医師会等との連絡調整に関すること

4. 避難行動要支援者への避難支援に関すること



大阪市

災害時医療救護活動ガイドライン



救護所

大阪市災害対策本部

各区連絡
Ｇ

防災関係
連絡Ｇ

区本部

大阪市域のおける災害医療情報の収集・提供の流れ

保健医療調整本部

災害医療コーディネーター

医療情報班

大阪府災害対策本部

保健医療調整本部

ＤＭＡＴ
調整本部

DMAT活
動拠点・
SCU本部

ＤＰＡＴ
調整本部

大阪府救急・災害
医療情報システム

ＥＭＩＳ
市外

災害医療機関

大阪府保健所
保健所医療調整本部
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Emergency  Medical  Information  System
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大阪市災害対策本部

各区連絡
Ｇ

区本部

医療救護班の派遣ルート

保健医療調整本部

災害医療コーディネー
ター

大阪府災害対策本部

保健医療調整本部

ＤＭＡＴ
調整本部

ＳＣＵ
調整本部

ＤＰＡＴ
調整本部

救護所 救護所 救護所

地区医師会

災害医療機関

府医師会

自衛隊

他都道府県

防災関係
連絡Ｇ
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医療救護班の業務内容

１ 医療救護班の構成

４名編成（医師１名、看護師又は保健師２名、事務１名）

・必要に応じて薬剤師を救護所に派遣する。

２ 業務内容

救護所における指揮監督は区本部長が指名した者が行う。

ア 傷病者に対する応急処置

イ 医療施設へ搬送の要否及び優先順位の決定（トリアージ）

ウ 搬送困難な患者・軽症患者等に対する医療処置

エ 状況により助産救助

オ 被災住民の健康管理

カ 死亡の確認

キ 区本部、医療調整班をはじめ関係機関との連絡調整
80



災害診療記録



救護所

大阪市災害対策本部

各区連絡
Ｇ

区本部

医薬品の調達

保健医療活動調整班

医薬品等調整班

保健所総務班

大阪府災害対策本部

大阪府保健医療調整本部

大阪府医薬品
卸協同組合

大阪府薬剤師会
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災害拠点病院

• 24時間、災害に対する緊急対応でき、被災地域内
の傷病者の受入・搬出が可能

• 重症傷病者の受入・搬送をヘリコプターなどを使用
して行うことができる。

• 消防機関（緊急消防援助隊）と連携した医療救護班
の派遣体制がある。

• ヘリコプターに同乗できる医師を派遣できることに加
え、これらをサポートする、充分な医療器材、医療情
報システムと、ヘリポート、自己完結型で医療チー
ムを派遣できる資機材を備えている。

基幹拠点病院：急性期・総合医療センター



災害医療協力病院

• 率先して患者の受入

• 一次トリアージにて重症（赤タグ）と判断された負傷
者は、最低限必要な処置を行い地域内の災害拠点
病院へ搬送

• 二次トリアージにて中等症（黄タグ）と判断された負
傷者は、院内にて診療

• 一次トリアージにて、無症・軽症（緑）と判断された患
者は、急変時における医療機関への受診を指示し
て、帰宅あるいは避難所へ誘導



災害医療協力病院位置

愛壽記念病院
大和中央病院

思温病院

杏林記念病院

山本第三病院



・対象は、高齢者、障がい者、妊産婦、乳
幼児、病弱者等

・避難所生活において何らかの特別な配
慮を必要とする者

・介護保険施設や医療機関等に入所・入
院するに至らない程度

福祉避難所



要配慮者の状態に応じた避難先

災害時避難所
①福祉避難室

②福祉避難所

区本部から派遣され
る区職員が必要性を
判断 ④医療機関

③緊急入所
施設

必要性
判定

自宅

や

施設

要配慮者の方は
地域の方とともに避難

原則；一旦、
災害時避難所



福祉避難室の一例（災害時避難所）



行政が支援する個別避難計画作成のフロー（一例）

避難行動要支援者名簿 見守りの名簿

個別避難計画作成の同意確認

災害に対する脆弱性 避難支援の有無 避難の困難性

個別避難計画作成順序の調整

医療・福祉関係者 行政の関係者 地域の関係者

個別避難計画の作成

個別避難計画の周知



災害予防 災害応急対策 災害復旧

災害対策基本法

被災者生活再建支援法等

災害弔慰金法等

災害救助法の位置付け

救 助 法 適 用 の 効 果

＊府から委任を受けた救助の実施主体（救助法１３条第１項）

＊費用負担なし(救助法２１条）

＊「おそれ」で救助できるのは「避難所の開設」

発
災

お
そ
れ

災害救助法



救助の種類

1. 避難所及び応急仮設住宅の供与

2. 食品の給与及び飲料水の供給

3. 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

4. 医療及び助産

5. 被災者の救出

6. 被災した住宅の応急修理

7. 学用品の給与

8. 埋葬

9. 前各号に規定するもののほか、政令で定める
もの（死体の捜索及び処理、障害物の除去）



救助の程度・期間等
救助の種類 救助の程度及び方法 救助の期間

避難所設置 避難所設置費：一人一日：３４０円 発生の日から７日以内

食品の給与 主食、副食、燃料費等：一人一日１，２３０円 発生の日から７日以内

飲料水供給 水の購入費等の当該地域の実費 発生の日から７日以内

生活必需品 被害の程度、季別、世帯区分により相違 発生の日から10日以内

医療 救護班：実費、医療機関：国保診療報酬以内 発生の日から14日以内

助産 救護班等：実費、助産婦：慣行料金の８割以内 発生の日から７日以内

被災者救出 当該地域の通常の実費 発生の日から３日以内

応急修理
日常生活に必要な最小限：６５５,０００円以内
半壊・半焼に準ずる損傷：３１８，０００円

発生の日から３月以内

学用品 小：４，７００円、中：５、０００円、高：５，５００円
教科書等：1ケ月以内
文房具：15日以内

埋葬 大人・２１３、８００円、小人：１７０，９００円以内 発生の日から10日以内

死体の捜索 当該地域における実費 発生の日から10日以内

死体の処理 洗浄等：３，５００円以内、保存：５，４００円以内 発生の日から10日以内

障害物除去 一世帯：１３８，３００円以内 発生の日から10日以内

仮設住宅 建設型：一戸当たり６、７７５，０００円以内 完成の日から最長２年

２０２２．５現在内閣府告示：災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準



医 療
項 目 一 般 基 準

対 象 者 災害により医療の途を失った者

医 療 の 実 施
救護班により行うこと。ただし、急迫した事情がありやむを得ない場
合は、病院又は診療所（注）において医療（施術）を行うことが可能

医 療 の 範 囲
①診療、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療
及び施術、④病院又は診療所への収容、⑤看護

救 助 期 間 災害発生の日から１４日以内

対 象 経 費

救護班：使用した薬剤、治療材料、破損した医療器具等の修繕費等
の実費

病院又は診療所：国民健康保険の診療報酬の額以内
施術者：協定料金の額以内

主 な 留 意 事 項

＊医療が必要となった理由が災害によるものか否かは問わない。
＊通常の保険診療等による医療が行われている場合には、法による医療を実施する必
要はない。ただし、災害の影響で当該医療機関が受入可能な患者数をはるかに超える
患者が発生している場合はこの限りでない。
＊患者の経済的要件は問わない。

下線部：特別基準の設定が可能なことを示す。



災害救助法適用地域における保険処方箋と災害処方箋の相違点

項 目 保険処方箋 災害処方箋

根 拠 法 健康保険法、国民健康保険法等 災害救助法

処 方 箋 の
交 付 場 所

保健医療機関 救護所、日赤の救護班、DMAT、
JMAT等

調剤の場所
保険薬局 救護所、モバイルファーマシー、

保険薬局

処 方 箋 の
記 載 内 容

①保険者番号等の記載がない場合
加入保険や事業所名（国保/後
期高齢者医療制度の場合は住
所）を確認し、調剤録に記載

②保健医療機関の記載がない場合
患者に交付を受けた場所を確認
（救護所等、保健医療機関以外
であることが明らかな場合は保
健調剤としては取り扱えない）

※処方箋は、通常形式によらない
医師の指示を記した文書等でも可

＊災 などの記号（災害医療に係
る処方箋である旨）

＊患者名、処方医、処方場所、処
方内容等

令和元年１０月１７日 日本薬剤師会事務局発出文書を一部改変



災害救助法適用地域における保険処方箋と災害処方箋の相違点

項 目 保険処方箋 災害処方箋

処 方 箋 が
な い 場 合

事後的に処方箋が出ることを条件
に、以下の要件のいずれにも該当
する場合は、保険調剤可
ア 交通の遮断、近隣の医療機関
の資料状況等、客観的にやむを
得ない理由で医師の診療を受けら
れない
イ 医師との電話やメモ等により処
方内容が確認できる（医療機関と
連絡が取れないときは、被災者で
あって処方内容が安定した慢性疾
患に係るものであることが、薬歴、
お薬手帳、包装等により明らかで
あること）

規定なし

患 者 負 担 法定による負担（１～3割）
府・市と薬剤師会との災害協定に
よる（過去の事例では患者負担は
ないケースが大半）

費用請求先 保険者（審査支払機関経由） 府・市（処方場所の自治体）

令和元年１０月１７日 日本薬剤師会事務局発出文書を一部改変



災害処方箋の調剤を行った際の費用支弁
１ 労務費

災害処方箋に基づく調剤を行った際の労務費については、

賃金職員等雇上費（実費）

＊災害処方箋１枚当たりの報酬１，０００円について（茨城県の例）

①処方箋に基づく調剤にかかる時間を１枚あたり３０分と想定

②１６，１００円（茨城県災害救助法施行細則による実費弁償額）

は、１日（＝８時間）の活動額なので，①により割返し、１枚あた

りの単価を算出した。

１６，１００÷８÷２＝１，００６．２５≒ １，０００円

２ 薬剤費等

災害処方箋に基づく調剤のために使用した薬剤等は、実費とし

て支弁される。



項 目 阪神淡路大震災 新潟中越大震災 東日本大震災

支 援 期 間
１９９５．１．２０
～
１９９５．３．２１

２００４．１０．２６
～
２００４．１１．２１

２０１１．３．１１
～
２０１１．７．６

薬剤師派遣人数
約３、０００人
（実人数：７５８人）

５６５人 ８、３７８人
（実人数：２，０６２人）

派 遣 形 態 ボランティア ボランティア 公的要請で派遣

供 給 医 薬 品
・医療用
・一般用
・その他

・一般用中心
・配置薬
・一部医療用

・医療用
・一般用
・処方箋調剤も実施

災害時の薬剤師の支援活動

日本薬剤師会発行：東日本大震災における活動報告書を一部改変



日本薬剤師会発行：東日本大震災における活動報告書を一部改変

避難所・医療救護所への医薬品等の供給ルート（無償分）



水産庁の船舶による医薬品の輸送

日本薬剤師会発行：東日本大震災における活動報告書を一部改変



支援薬剤師の派遣スキーム

日本薬剤師会発行：東日本大震災における活動報告書を一部改変



能登半島地震

• 推計震度分布と地震回数

• 薬局の被害状況

• モバイルファーマシーの派遣状況



能登半島地震の推計震度分布と地震回数

地震本部資料から抜粋（１月１５日）



珠洲市真浦町

土砂崩れ

隆起

国土地理院資料から抜粋



能登半島地震（大規模火災焼失面積）：４８、０００㎡

国土地理院資料から抜粋



京都大学防災研究所資料より抜粋



京都大学防災研究所資料より抜粋



能登半島地震における石川県の薬局の被害

市町村名 被害件数
被害状況別内訳 被害件数の内

営業不可数建物等損壊 断水 停電 その他

金沢市 ２ １ ー ー １ １

七尾市 ２４ ９ １９ １ ３ ７

小松市 １ １ ー ー ー ー

輪島市 ９ １ ３ ２ ６ ８

羽咋市 ４ １ ４ ー ー １

かほく市 １ ー １ ー ー ー

志賀町 ４ １ ３ ー １ ２

宝達志水町 ２ １ １ ー ー ー

中能登町 ４ １ ４ ー ー ー

穴水町 ７ ３ ５ ４ ２ ４

能登町 ７ ４ ４ ２ ２ ４

内閣府資料より抜粋：１月９日現在の数



能登半島地震における石川県の薬局の被害

市町村名 被害件数
被害状況別内訳 被害件数の内

営業不可数建物等損壊 断水 停電 その他

金沢市 ２ ２ ー ー ー ー

七尾市 ２５ １０ ２４ １ ー ２

小松市 １ １ ー ー ー ー

輪島市 １０ １ ８ ２ ２ ５

羽咋市 ー ー ー ー ー ー

かほく市 １ ー １ ー ー ー

志賀町 ４ １ ４ ー ー ー

宝達志水町 １ １ ー ー ー ー

中能登町 １ １ ー ー ー ー

穴水町 ７ ２ ７ ー ー ー

能登町 ７ ４ ５ ２ １ ２

内閣府資料より抜粋：１月２６日現在の数



モバイルファーマシー派遣調整

○石川県より石川県薬剤師会にモバイルファーマ
シーの出動要請があり、日本薬剤師会を通じ、各
地のモバイルファーマシーに協力を依頼。（1/5）

○1/7 からモバイルファーマシー１台出動（岐阜薬
科大学/岐阜県薬剤師会）し、珠洲市健康増進セン
ターを拠点に活動開始。今後追加で２台（宮城県
薬剤師会、三重県薬剤師会）出動準備中。さらに
追加の出動も検討中（1/8）

○1/9、追加で三重県薬剤師会の１台が出動し、輪
島市を中心に活動を開始する予定。



大阪府薬剤師会と調剤機器メーカーのユ
ヤマは２０１８年８月６日、両者の間で災害
支援活動への協力に関する協定を締結し
た。震災等の災害発生時にユヤマが所有
する業務車両（3tトラック）を府薬が被災地

で行う災害時調剤支援車として無償で貸し
出す。車両はユヤマが約1500万円かけて

災害支援仕様に整備したもので、平時は
全国の各営業所での技術研修用の機器等
を運搬するために活用。災害時にのみ車
両を府薬に貸与し、その際、「災害時調剤
支援車」「大阪府薬剤師会」の看板を車両
に取り付けて使用する。

薬事日報から抜粋2018年08月13日 (月)

大阪府薬剤師会が協定を結んだモバイルファーマシー



毎日新聞：１月２１日記事より抜粋
全国から駆けつけた「動く薬局」
被災地の薬不足、処方を支援



月 日 珠洲市 輪島市 能登町 穴水町

１月７日 岐阜

１月８日 ↓

１月９日 ↓ 三重

１月１０日 ↓ ↓ 宮城 和歌山

１月１１日 ↓ ↓ ↓ 横浜 ↓

１月１２日 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

１月１３日 ↓ ↓ 宮城 輪島市 ↓ ↓

１月１４日 広島 静岡 ↓ ↓ ↓

１月１５～１７日 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

１月１８日 ↓ ↓ 大阪 ↓ ↓

１月１９日 ↓ ↓ ↓ ↓ 鳥取

１月２０～２２日 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

１月２３～２４日 ↓ ↓ ↓ ↓ 宮城

１月２５日 ↓ ↓ ↓ ↓ 福岡

１月２６日 ↓ 山梨 ↓ ↓ ↓

モバイルファーマシーの派遣状況

内閣府資料：令和６年能登半島地震に係る被害状況等について（１月２６日）



災害対応は、力を合わせて！！

災害対応
能力

災害時
行うべき
事項

助け合い＝共助



御清聴、ありがとうございました。
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